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令和７年１１月鳥取県西部広域行政管理組合議会定例会議案概要

（令和７年１１月２７日）

議案番号 案    件 主管課 説       明

議  案

第１８号

鳥取県西部広域行政管理組

合消防本部及び消防署の設

置に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

消防局

総務課

江府消防署移転新築事業により移転新築を行

った江府消防署について、その移転後の位置を

定めようとするもの

〔主な改正内容〕

江府消防署の位置（第４条関係）

（移転後）

 日野郡江府町大字武庫125番地１

（移転前）

江府町大字武庫1390番地３

〔施行期日〕

 令和７年12月３日

議  案

第１９号

鳥取県西部広域行政管理組

合営火葬場条例及び鳥取県

西部広域行政管理組合リサ

イクルプラザ条例の一部を

改正する条例の制定につい

て

事務局

施設管

理課

施設利用における受益者負担の適正化を図

り、関係市町村の財政負担の軽減及び本組合の

適切な財政運営の確立に資するため、火葬場使

用料及びリサイクルプラザ不燃物処理手数料の

額を改定しようとするもの

〔主な改正内容〕

 １ 鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条

  例の一部改正関係

  ⑴ 火葬場使用料の額の改定

   ア 圏域内居住者（大人）火葬１体に係る

使用料を18,000円（現行12,000円）に改

定することとし、その他の使用料につ

いては、圏域内居住者（大人）火葬１体

の改定率（150％）と同率で改定するこ

ととする。（別表関係）

   イ アによる改定後の火葬場使用料の額

は、この条例の施行日以後における使

用料について適用し、施行日前におけ

る使用料については、なお従前の例に

よることとする。（改正条例附則第２項

関係）

   ウ 施行日以後における火葬場使用料の

条例    ３件

単行議案  １件

予算    １件

決算    １件

報告    １件

計     ７件
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      徴収は、施行日前から行うことができる

こととする。（改正条例附則第５項関

係） 

 ２ 鳥取県西部広域行政管理組合リサイクル

プラザ条例の一部改正関係 

⑴ リサイクルプラザ不燃物処理手数料の

額の改定 

   ア リサイクルプラザ不燃物処理手数料

の額を480円/10㎏（現行178円/10㎏）に

改定することとする。（第10条第１項関

係） 

   イ アによる改定を次のとおり段階的に

行う。（附則第２項関係） 

    (ｱ) 令和８年４月１日から令和９年

３月31日まで 280円 

(ｲ) 令和９年４月１日から令和10年

３月31日まで 380円 

  ⑵ アによる改定後のリサイクルプラザ不

燃物処理手数料の額は、施行日以後にリ

サイクルプラザに搬入される処理対象ご

み及び産廃不燃物の処理に係る手数料に

ついて適用し、施行日前にリサイクルプ

ラザに搬入される処理対象ごみ及び産廃

不燃物の処理に係る手数料については、

なお従前の例によることとする。（改正条

例附則第６項関係） 

〔施行期日〕 

令和８年４月１日（１⑴ウについては、公布

日） 

議  案 

第２０号 

鳥取県西部広域行政管理組

合営火葬場条例の一部を改

正する条例の制定について 

事務局

施設管

理課 

近年における葬送に関する意識の多様化に鑑

み、焼骨の取扱いに関する規定を整備するとと

もに、地方自治法の規定を踏まえ、火葬場の管理

を指定管理者に行わせるために必要な規定を整

備するほか、所要の整理を行うもの 

〔主な改正内容〕 

 １ 収骨をしない旨の申出があった場合の焼

骨の処分に関する規定の整備 

  ⑴ 使用者（火葬場の使用許可を受けた

者。）が規則で定めるところにより収骨を

しない旨を申し出たときは、管理者は、当

該焼骨を処分することができることとす

る。（改正後第７条第３項関係） 
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   ※使用者からの収骨をしない旨の申出に

ついては、規則で定めることとし、次に

掲げる事項を記載した書面を管理者

（指定管理者）に提出する方法による

ことを想定している。 

    ア 焼骨の処分を管理者（指定管理者）

に委任すること。 

    イ 管理者（指定管理者）が焼骨を処分

することについて、異議を申し立て

ないことを誓約すること。 

ウ 焼骨の処分について生じた紛争に

ついては、全て使用者の責任におい

て対応することを誓約すること。 

※使用者のうち、法令の定めるところに

より、その事務として又はその費用を

負担して死体等の火葬を行うために火

葬場を使用するもの（そのものから委

任を受けた者を含む。）については、当

該火葬の後の焼骨の処理についても当

該法令によりしなければならない事務

に含まれるものとして、この規定は、適

用しないこととする。 

     ［法令の定めるところにより、その事

務として又はその費用を負担して

死体等の火葬を行うために火葬場

を使用する者の例］ 

・墓地、埋葬等に関する法律第９条

第１項の規定により火葬を行う

市町村長 

・行旅病人及行旅死亡人取扱法第

７条第１項の規定により火葬を

行う市町村 

・死体解剖保存法第21条の規定に

よりその火葬に係る費用を負担

する医学に関する大学の長 

⑵ ⑴による焼骨の処分については、何人

も、異議を申し立てることはできないこ

ととする。（改正後第７条第４項関係） 

 ２ 火葬場の管理を指定管理者に行わせるた

めに必要な規定の整備 

⑴ 条例で定めることとされている管理の

基準として、「火葬に付する死体等を受け
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付ける時間」及び「火葬場の休場日」を定

めることとする。（改正後第２条の２及び

第２条の３関係） 

⑵ 指定管理者は、管理者の承認を受けて、

⑴の受付時間及び休場日を変更すること

ができることとする。（改正後第10条関

係） 

〔経過措置〕 

１に関する規定は、この条例の施行日以後に

火葬場の使用許可を受けた者について適用し、

この条例の施行前に火葬場の使用許可を受けた

者については、なお従前の例によることとす

る。（附則第２項関係） 

〔施行期日〕 

 令和８年４月１日 

議  案 

第２１号 

鳥取県西部広域行政管理組

合営火葬場の指定管理者の

指定について 

事務局

施設管

理課 

鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場（桜の

苑）の令和８年度からの指定管理者を次のとお

り指定しようとするもの 

 指定管理者に指定する者 

東亜・宮本グループ 

 代表企業 

  米子市東福原五丁目５番10号 

東亜建物管理株式会社 

代表取締役 尾﨑 賢幸 

指定の期間 

令和８年４月１日から 

令和13年３月31日まで 

議  案 

第２２号 

令和７年度鳥取県西部広域

行政管理組合一般会計補正

予算（補正第１回） 

事務局 

総務課 

「令和７年度鳥取県西部広域行政管理組合補正

予算書」 

「令和７年度一般会計補正予算（補正第１回）概

要」のとおり 

議  案 

第２３号 

令和６年度鳥取県西部広域

行政管理組合一般会計の決

算認定について 

事務局

総務課 

地方自治法第292条において準用する同法第

233条第３項の規定により、令和６年度鳥取県西

部広域行政管理組合一般会計歳入歳出決算を議

会の認定に付するもの 

報  告 

第 １ 号 

議会の委任による専決処分

について（工事請負契約の締

結についての議決の一部変

更について） 

消防局 

総務課 

 江府消防署移転新築建築主体工事に係る工事

請負契約の締結についての議決（令和６年８月

28日議決）の一部を変更したもの 

 

 処分年月日 令和７年９月12日 
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    変更事項 

  次の事由に伴う契約金額の増 

  ・敷地北東側にある中国電力配電柱の位置

により他工事（敷地造成）の擁壁設置の計

画に変更が生じた。それに伴い本工事の

外構工事に影響が生じ、工期延長になっ

たため、工事費が増額となったもの 

 

  「452,980,000円」 

     ↓ （＋3,410,000円） 

  「456,390,000円」 

 



                 

 

令和７年度一般会計補正予算（補正第１回）概要 

 

１ 対象事業   最終処分場測量・地質調査事業（新規事業） 

 

２ 事業の概要   

最終処分場の整備に向けて、施設基本設計等に反映するため、建設候補地の地形測量及び

取得する建設用地を確定するための用地測量を行うもの。また、令和 8 年度着手予定の地質

調査に関して、より丁寧な関係住民等への説明を行うために学識経験を有する専門家に検証

を依頼するに当たり、事前に調査対象地の現地確認等を行うもの。 

なお、測量業務については、令和 8 年度にかけて実施するため、債務負担行為を追加す

る。 

 

３ 補正の理由 

最終処分場建設候補地の関係自治会及び営農者等関係住民から同意・理解が得られたた

め、今後の施設基本設計、生活環境影響調査、建設工事等の事業着手が速やかにできるよう

補正予算措置を行うもの。 

 

４ 歳入歳出予算の補正 

●令和７年度第１回補正額  405 万 5 千円 

                 補正後の予算額 74 億 4757 万 2 千円 

 

●市町村負担金補正額    272 万 2 千円 

                補正後の市町村負担金の額 47 億 8628 万 1 千円 

 

 ５ 補正内容 

    最終処分場建設候補地の測量業務及び地質調査に係る専門家による検証業務（事前協議・

現地確認）に関する経費 

  ⑴ 報償費の新規計上         20 千円 

    ・専門家の報償金（20,000 円×1 人×1 回） 

  ⑵ 旅費の新規計上          35 千円 

    ・専門家の旅費（費用弁償） 

    ・職員（2 人）の出張旅費（普通旅費） 

  ⑶ 委託料の新規計上       4,000 千円 

    ・測量業務委託料（令和 7 年度分） 

  ⑷ 債務負担行為の追加     81,500 千円 

    ・測量業務委託料（令和 8 年度分） 
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６ 補正予算額 

【歳入】 

（款）1 分担金及び負担金   （項）1負担金                     （単位：千円） 

目 補正前の額 補正額 計 
節 

説  明 
区分 金額 

1 市町村負担金 4,783,559 2,722 4,786,281 １負担金 2,722 市町村負担金 

2 輪番制設備費 

特別負担金 
13,329 － 13,329 － －  

3衛 生 費 

特別負担金 
7,125 － 7,125    

4消 防 費 

特別負担金 
3,909 － 3,909 － －  

計 4,807,922 2,722 4,810,644 － 2,722  

 

（款）3 国庫支出金      （項）1国庫補助金                   （単位：千円） 

目 補正前の額 補正額 計 
節 

説  明 
区分 金額 

1 消 防 費 
国庫補助金 

92,255 － 92,255   － －  

2 衛 生 費 
国庫補助金 

0 1,333 1,333 
1清掃費 

国庫補助金 
1,333 

循環型社会形成

推進交付金 

計 92,255 1,333 93,588 － 1,333  

 

【歳出】 

 （款）4 衛生費        （項）2 清掃費                     （単位：千円） 

目 補正前の額 補正額 計 

補正額の財源内訳 節 

説  明 特定 

財源 

一般 

財源 
区分 金額 

1 不燃物 
処理費 

511,508 － 511,508 － － － －  

2 最 終 
処分費 

451,225 － 451,225 － － － －  

３ごみ処
理施設
建設費 

83,402 4,055 87,457 1,333 2,722 

7報償費 20 〇最終処分場測量・地質

調査事業 4,055 

 

・報償金           20 

・費用弁償         12 

・普通旅費     23 

・測量業務委託料 4,000 

8旅費 35 

12委託料 4,000 

4米子浄化 
場処理費 

197,771 － 197,771 － － － － 
 

計 1,243,906 4,055 1,247,961 1,333 2,722 － 4,055 
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７ 市町村負担金 

 
【市町村負担金（特別負担金を除く）】              （単位：千円） 

市町村名 
当初予算額 

① 

第 1回補正額 

② 

第１回補正後 

①＋② 

米子市 2,652,831 1,454 2,654,285 

境港市 613,328 371 613,699 

日吉津村 128,080 94 128,174 

大山町 381,658 206 381,864 

南部町 294,939 159 295,098 

伯耆町 312,405 163 312,568 

日南町 169,846 101 169,947 

日野町 117,629 88 117,717 

江府町 112,843 86 112,929 

合 計 4,783,559 2,722 4,786,281 

 

 

８ 債務負担行為の追加 
（単位：千円） 

事項 期間 限度額 

財源内訳 

国 県 

支出金 
地方債 その他 

市町村 

負担金 

最終処分場測量・地
質調査事業（測量業
務委託料） 

令和 8年度 81,500 27,166   54,334 
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火葬場使用料及び不燃物処理手数料の改定について

 本組合使用料等審議会（４回開催）において、使用料の改定の必要性、改定額について審議が行わ

れ、令和７年９月 24 日に管理者に答申書の手交を行った。

【答申の内容】

１ 火葬場使用料

 ⑴ 改定額

区 分 単位
圏域内居住者 圏域外居住者

改定前 改定後 改定前 改定後

火葬

死体
大人 １体 12,000円 18,000円 49,000 円 73,500 円

小人 １体 7,000 円 10,500 円 29,000 円 43,500 円

死産児 １胎 4,000 円 6,000 円 21,000 円 31,500 円

改葬遺骸 １体 3,000 円 4,500 円 18,000 円 27,000 円

系統解剖遺体（主部） １体分 3,000 円 4,500 円 3,000 円 4,500 円

焼却

生体分離肢体 １人分 3,000 円 4,500 円 3,000 円 4,500 円

産汚物等 １㎏ 1,000 円 1,500 円 1,000 円 1,500 円

系統解剖遺体（残部） １体分 7,100 円 10,500 円 7,100 円 10,500 円

霊安室
死体

24 時間
15,200 円 22,000 円 25,400 円 38,000 円

死産児 7,100 円 10,500 円 12,200 円 18,000 円

 ⑵ 適用期間

   令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで

 ⑶ 改定額の算出方法

  ・圏域内居住者（大人）１体に係る火葬費用として原価 34,608 円を算出。

・火葬事業の必需性や市場性により受益者負担率を 50％とし、原価の 50％である 17,304 円を端

数処理し 18,000 円とした。

  ・圏域内居住者の他の料金区分及び圏域外居住者については、圏域内居住者（大人）１体の改定率

（150％）と同率で改定することを基本として改定。

２ リサイクルプラザ不燃物処理手数料

 ⑴ 改定額

   ４８０円／１０キログラム  ※現行 １７８円／１０キログラム

   ただし、激変緩和措置として、３年間をかけ段階的に引き上げる

・令和８年４月～ ２８０円／１０キログラム

   ・令和９年４月～ ３８０円／１０キログラム

   ・令和 10 年４月～ ４８０円／１０キログラム

○答申内容（改定の内容）
【火葬場使用料】
・圏域内居住者(大人)１体の使用料を 18,000 円とする。（現行 12,000 円。改定率 150％）
・他の料金区分は、圏域内居住者(大人)の改定率(150％)と同率で改定することを基本とする。

【不燃物処理手数料】
・10 キログラムあたり 480 円とする。（現行 178 円。改定率 270％）
・激変緩和措置として、３年間をかけ段階的に引き上げる
R8.4～ 280 円／10 ㎏、R9.4～ 380 円／10 ㎏、R10.4～ 480 円／10 ㎏

842
スタンプ
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 ⑵ 適用期間 

   令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 ⑶ 改定額の算出方法 

  ・不燃物ごみ 10 ㎏当たりの処理費用として、原価 962 円を算出。 

・不燃物処理事業の必需性や市場性により受益者負担率を 50％とし、原価の 50％である 481 円を

端数処理し 480 円とした。 

・個人と事業所は、現行と同じく同額とする。 

 ⑷ 激変緩和措置の実施 

・不燃物処理手数料は、平成 21 年度に改定して以来一度も見直しをしてなく、今回の改定率が約

270％と大幅な改定になるため、利用者への影響を考慮し、激変緩和措置として３年間での段階

的な引き上げを行うことが適切。 

 

３ 附帯意見 

⑴ 社会状況や経済環境の変化に対応するため、今後は３年を目途に使用料等の定期的な見直しを

実施すること。 

⑵ 不燃ごみ処理の受益者負担のあり方について、組合が平成２０年に定めた「使用料・手数料に係

る適正化方針」において、手数料は受益者負担率 100％を基本としていることから、将来的には

100％とすることを視野に入れ今後の見直しを検討すること。 

⑶ 改定後の使用料等について、利用者の理解が得られるよう、十分な説明を行うとともに周知に

努めること。 

 

【参考】 

 １ 改定による使用料等収入の見込額 

  ⑴ 火葬場使用料 

要素 
R6 年度 

（実績額） 
R8 年度 

（見込額） 
R9 年度 

（見込額） 
R10 年度 

（見込額） 

使用料収入 37,690 千円 56,341 千円 56,246 千円 56,732 千円 

R6 年度収入実績との差 － ＋18,651 千円 ＋18,556 千円 ＋19,042 千円 

  ⑵ 不燃物処理手数料 

要素 
R6 年度 

（実績額） 
R8 年度 

（見込額） 
R9 年度 

（見込額） 
R10 年度 

（見込額） 

手数料収入 6,682 千円 10,627 千円 14,294 千円 17,893 千円 

R6 年度収入実績との差 － ＋3,945 千円 ＋7,612 千円 ＋11,211 千円 

 

２ 今後のスケジュール 

日 程 内 容 

令和７年10月22日 

 

10月28日 

副市町村長会議（答申内容・改定案について協議） 

 ※ 副市町村長から正副管理者へ報告 

組合議会民会環境常任委員会（答申内容・改正案について報告） 

11月10日 

11月27日  

正副管理者会議(関係条例の一部改正案の協議) 

組合議会定例会 

・関係条例の一部改正案を上程 

12月～ 

令和８年３月 
周知期間 

令和８年４月１日 改正条例施行（新使用料等の適用開始） 
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桜の苑における焼骨の取扱いについて

近年、少子化の進行に伴い墓地承継者が不在となる事例が増加し、いわゆる「墓じまい」が広く行われる等、葬送に関する意識も多様

化し、本組合営火葬場「桜の苑」においても利用後の焼骨の引取りに関する問合せが増加（年間約120件）している状況にあります。

また、構成市町村においては、身寄りのない者等の焼骨を公営墓地の納骨堂等で保管（年間約30件）しているところ、保管場所の確保

が課題となっていることから、構成市町村より本組合に対し、これらの焼骨を火葬後の残骨と合わせて処理する等の対応を検討されたい

旨の要請がありました。

これらのことを踏まえ、本組合が検討した「桜の苑」における焼骨の取扱いについて、以下のとおり説明するものです。

親族等※1（火葬場使用者）

自治体職員が収骨（又は受領） 納骨堂等に保管

なしのとき
（身寄りのない者、
身元不明者等）

ありのとき
親族等が収骨

通常の場合（火葬場条例規定により焼骨の引き取りをしなければならない。）

墓地へ収蔵

１ 現状（桜の苑での対応）

収骨後の残骨は、外部
処理し、最終的に寺院
にて合祀供養

※1 親族等には死亡者の知人や近隣住民、NPO団体等を含む。

（例）火葬場使用者が死亡者の知人、近隣住民、NPO団体等

鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例（抜粋）

（収骨等）

第７条 使用者は、管理者の指定する日時までに、収骨(霊安室の使用にあっては、死体又は死産児の引取り)をしなければならない。

２ 管理者は、使用者が引き取らなかった焼骨の一部があるときは、これを処理することができる。この場合において、使用者は、

異議を申し立てることができない。

1

焼骨を引き取ることができない場合

墓地、埋葬等に関する法律（抜粋）

第９条 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。

２ 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法（明治32年法律第93

号）の規定を準用する。

合祀先
曹洞宗大本山總持寺祖院
（石川県輪島市）
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２ 変更案
前述のとおり、本組合営火葬場「桜の苑」への焼骨引取りの問合せが増加し、また、構成市町村が保管場所の確保に苦慮している身寄

りのない者等の焼骨の取扱い等の現状の課題を踏まえ、焼骨を引き取ることができない場合、本組合において処分できるよう、以下のと

おり変更します。

2

収骨後の残骨は、外部
処理し、最終的に寺院
にて合祀供養

親族等※1（火葬場使用者）

残骨と一緒に処分

自治体職員が収骨 納骨堂等に保管

なしのとき
（身寄りのない者、
身元不明者等）

ありのとき
親族等が収骨

通常の場合

墓地へ収蔵

変 更 点

焼骨を引き取ることができない場合
〇ポイント
誓約書への署名がない
場合は、本組合は焼骨
を引き取ることができ
ない

・誓約書への署名
・誓約書の内容
「焼骨の取り扱いは○○※2に一任」
「焼骨の引渡し後の紛争等は、署名者が責任を持つ」等

３ 今後のスケジュール
令和７年11月 組合議会定例会 収骨等に係る規定について火葬場条例を改正

令和８年４月 変更した事務取扱及び火葬場条例による管理運営を開始

※1 親族等には死亡者の知人や近隣住民、NPO団体等を含む。
※2 ○○は、本組合又は火葬場指定管理者を想定
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桜の苑の次期指定管理者の指定について

組合営火葬場であります「桜の苑」の指定管理者について、現在の指定期間が令和８年３月

３１日をもって満了するため、次期指定管理者の指定について、桜の苑指定管理者候補者選定

委員会からの答申を踏まえ、次期（令和８年度から１２年度）指定管理者候補者の選定を行う

もの。

１ 選定経緯 

令和７年６月３０日 告示

７月２２日～ 指定管理者の指定の申請の受付（締切８月１２日）

９月２５日 第１回選定委員会

・選定委員会への諮問

・申請団体による提案説明及び評定の実施等

９月２９日 第２回選定委員会

・選定委員会からの答申

２ 申請団体（ともに共同企業体）

申請者の名称
共同企業体の構成団体 所在地

法人等の名称（上段が代表企業） 圏域内

さくらのその斎苑管理グループ
イージス・グループ有限責任事業組合

株式会社一心サービス ○

東亜・宮本グループ
東亜建物管理株式会社 ○

株式会社宮本工業所

３ 答申結果

優先交渉権 第１順位  東亜・宮本グループ（現行の指定管理者） 

第２順位  さくらのその斎苑管理グループ

※ 選定委員会の評定結果は別表のとおり

４ 指定管理者候補者の選定について

第１順位の団体である「東亜・宮本グループ」と協定内容の確認など、条件面の調整を行

い、協議が整ったため、指定管理者候補者として選定し、今後、指定管理者の指定に係る事

務を行う。

［指定管理者候補者 概要］

団体名   東亜・宮本グループ 

代表企業  東亜建物管理株式会社  代表取締役 尾﨑 賢幸 

鳥取県米子市東福原五丁目５番１０号

構成企業  株式会社宮本工業所  代表取締役 宮本 芳樹

富山県富山市奥田新町１２番３号

指定管理業務の概要
・主な事業内容 火葬、改葬に関すること、施設及び設備の維持管理、使用許可事務、

使用料収納事務、喫茶の運営
・自主事業   マッサージチェア、子ども向け DVD、地元就労支援(菓子類販売)
・指定管理料  ２９６，０００千円／５年間
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５ 今後の予定 

１１月１０日 正副管理者会議 指定管理者候補者の決定 

１１月２７日 組合議会定例会 指定管理者の指定に係る議案の上程 

なお、１０月２８日に予定されている、閉会中の民生環境常任委員会において、選定委員

会の答申結果を報告する予定です。 

 

 

（別表）指定管理者候補者の評定一覧表 

 

 

 

優先交渉

権の順位  

  選定基準・評定（点） 経費比較（千円） 

法人等の名称 

１ 利用者の

平等利用の

確 保 

２ 施設効用

の最大限の

発 揮 

３ 経費の節

減 

４ 施設管理

の安定した

能 力 

５ 圏域内企

業及び地域

住民の優先

雇 用 

総 合 評 定 組 合 の 

提案上限額 

年 平 均 

提 案 

年 平 均 

経費節減 

効 果 

(配点)  (50) (50) (50) (50) (70) (270) (Ａ) (Ｂ) (Ａ)－(Ｂ) 

1 東亜・宮本グループ 29 35 26 38 50 178 63,885 59,200 4,685 

2 
さくらのその斎苑管理

グループ 
29 35 30 33 46 173 63,885 54,305 9,580 
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使用許可
事務の代行

■代行
□取次ぎ

利用料金
制度の採用

□採用
■収納委託

5年間

R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 計

指定管理業務経費 62,817 63,223 63,839 64,455 65,093 319,427

指定管理料 62,817 63,223 63,839 64,455 65,093 319,427

喫茶収入 0

自主事業収入 0

指定管理業務経費 67,928 68,935 70,183 71,264 72,290 350,600

指定管理料 57,614 58,374 59,144 60,024 60,844 296,000

喫茶事業収入 10,413 10,528 11,054 11,275 11,501 54,771

自主事業収入 117 117 117 117 117 585

優
やや
優れて
いる

普
通

やや
劣って
いる

劣

10 7 5 2 1

○

20 14 10 4 2

○

20 14 10 4 2

○

10 7 5 2 1

○

10 7 5 2 1

○

10 7 5 2 1

○

5 4 3 2 1

○

5 4 3 2 1

○

5 4 3 2 1

○

5 4 3 2 1

○

15 10 7 3 1

○

10 7 5 2 1

○

10 7 5 2 1

○

15 10 7 3 1

○

10 7 5 2 1

○

10 7 5 2 1

○

20 14 10 4 2

○

10 7 5 2 1

○

25 18 12 5 3

○

25 18 12 5 3

○

20 14 10 4 2

○

178合計

３　事業計画書の内容が、施設の管理業務に係る経費の節減を図るものであること。（５０点）

(7) 自主事業計画書の内容は適切か。

26

(1) 施設の管理業務のうち第三者に行わせる業務は、圏域内企業の優先活用が見込まれるか。

(2) 現在の職員のうち希望する職員が雇用される見込みがあるか。

(3) 圏域内住民の雇用が見込まれるか。

50

38
４　事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。（５０点）

５　圏域内企業の優先活用及び地域住民の優先雇用が見込まれるものであること。（７０点）

(4) 同種の施設の管理実績があるなど必要な管理能力を期待することができるか。

(1) 管理経費の節減が図られる見込みがあるか。

(2) 人件費の設定は適切か。

(3) その他の管理経費の設定に無理はないか。

(4) 指定管理料の金額の設定は妥当か。

(1) 法人等の経営状況に問題はないか。

(2) 施設の管理業務に係る職員体制（管理体制・研修計画）は十分なものか。

(3) 緊急時、災害時の対応策や施設の使用者又は利用者の安全が十分に考えられているか。

(4) 使用者の要望を把握し、その要望に対するサービス向上が見込まれるか。

(5) 残骨灰の処理に対する考え方は適切か。

(6) 環境に配慮した取り組みが見込まれるか。

35

(1) 関係する法律、条例等に基づく施設の管理基準を理解し、法令順守の取組が見込まれるか。

(2) 施設の公平性、非営利性を確保するための取組が見込まれるか。

(3) 情報公開・個人情報保護に係る措置が適切に講じられる見込みがあるか。

１　事業計画書による施設の運営が、施設の使用者又は利用者の平等な使用又は利用を確保するものである
こと。（５０点）

２　事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。（５０点）

29

(1) 施設の管理業務に対する基本方針は適切か。

(2) 施設の現状を正しく認識し、施設の維持管理に関し適切な考え方があるか。

(3) 使用者の心情に配慮したきめ細やかなサービスの提供が見込まれるか。

組合の試算

・指定期間中、平均して、管理経費が
1,090千円ずつ増加、指定管理料が 808
千円ずつ増加するものとして提案されて
いる。
・業務ごとに収支管理計画が立てられて
いる。

・指定期間中の指定管理料の額
は、組合上限額の約93％に抑制
されている。(▲23,427千円)

収支予算書
による法人
等の提案

選定基準

評定（数値は配点）
特記事項（特に優れ、又は

劣っている点など）

法人等の名称 東亜・宮本グループ 法人等の所在地
代表企業　東亜建物管理株式会社
　　　　　米子市東福原５丁目５番１０号

収支予算（千円） 法人等の提案の特徴 提案による指定管理料

指定管理者候補者選定基準・評定票
所管課

事務局　施設管理課

施設の名称 鳥取県西部広域行政管理組合営桜の苑
選定
方法

　■公募により選定
　□認定法人等を選定
　□特定の法人等を選定管理業務

の範囲
■維持管理　□事業実施　□その他 指定の期間



使用許可
事務の代行

■代行
□取次ぎ

利用料金
制度の採用

□採用
■収納委託

5年間

R8(2026) R9(2027) R10(2028) R11(2029) R12(2030) 計

指定管理業務経費 62,817 63,223 63,839 64,455 65,093 319,427

指定管理料 62,817 63,223 63,839 64,455 65,093 319,427

喫茶収入 0

自主事業収入 0

指定管理業務経費 64,645 63,930 65,912 67,985 69,958 332,430

指定管理料 53,150 52,101 53,741 55,461 57,071 271,524

喫茶事業収入 11,495 11,829 12,171 12,524 12,887 60,906

自主事業収入 0 0 0 0 0 0

優
やや
優れて
いる

普
通

やや
劣って
いる

劣

10 7 5 2 1

20 14 10 4 2

20 14 10 4 2

10 7 5 2 1

10 7 5 2 1

10 7 5 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

15 10 7 3 1

10 7 5 2 1

10 7 5 2 1

15 10 7 3 1

10 7 5 2 1

10 7 5 2 1

20 14 10 4 2

10 7 5 2 1

25 18 12 5 3

25 18 12 5 3

20 14 10 4 2

173合計

３　事業計画書の内容が、施設の管理業務に係る経費の節減を図るものであること。（５０点）

(7) 自主事業計画書の内容は適切か。

30

(1) 施設の管理業務のうち第三者に行わせる業務は、圏域内企業の優先活用が見込まれるか。

(2) 現在の職員のうち希望する職員が雇用される見込みがあるか。

(3) 圏域内住民の雇用が見込まれるか。

46

33
４　事業計画書に沿った施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。（５０点）

５　圏域内企業の優先活用及び地域住民の優先雇用が見込まれるものであること。（７０点）

(4) 同種の施設の管理実績があるなど必要な管理能力を期待することができるか。

(1) 管理経費の節減が図られる見込みがあるか。

(2) 人件費の設定は適切か。

(3) その他の管理経費の設定に無理はないか。

(4) 指定管理料の金額の設定は妥当か。

(1) 法人等の経営状況に問題はないか。

(2) 施設の管理業務に係る職員体制（管理体制・研修計画）は十分なものか。

(3) 緊急時、災害時の対応策や施設の使用者又は利用者の安全が十分に考えられているか。

(4) 使用者の要望を把握し、その要望に対するサービス向上が見込まれるか。

(5) 残骨灰の処理に対する考え方は適切か。

(6) 環境に配慮した取り組みが見込まれるか。

35

(1) 関係する法律、条例等に基づく施設の管理基準を理解し、法令順守の取組が見込まれるか。

(2) 施設の公平性、非営利性を確保するための取組が見込まれるか。

(3) 情報公開・個人情報保護に係る措置が適切に講じられる見込みがあるか。

１　事業計画書による施設の運営が、施設の使用者又は利用者の平等な使用又は利用を確保するものである
こと。（５０点）

２　事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。（５０点）
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(1) 施設の管理業務に対する基本方針は適切か。

(2) 施設の現状を正しく認識し、施設の維持管理に関し適切な考え方があるか。

(3) 使用者の心情に配慮したきめ細やかなサービスの提供が見込まれるか。

組合の試算

・指定期間中、平均して、管理経費が
1,328千円ずつ増加、指定管理料が 980
千円ずつ増加するものとして提案されて
いる。
・自主事業の収支予算は支出・収入とも
「0」とされている。

・指定期間中の指定管理料の額
は、組合上限額の約85％に抑制
されている。(▲47,903千円)

収支予算書
による法人
等の提案

選定基準

評定（数値は配点）
特記事項（特に優れ、又は

劣っている点など）

法人等の名称 さくらのその斎苑管理グループ 法人等の所在地
代表団体　イージス・グループ有限責任事業組合
　　　　　三重県四日市市朝日町１番４号

収支予算（千円） 法人等の提案の特徴 提案による指定管理料

指定管理者候補者選定基準・評定票
所管課

事務局　施設管理課

施設の名称 鳥取県西部広域行政管理組合営桜の苑
選定
方法

　■公募により選定
　□認定法人等を選定
　□特定の法人等を選定管理業務

の範囲
■維持管理　□事業実施　□その他 指定の期間


